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第３回十条富士見中学校サブファミリーブロック 

小学校適正配置検討協議会議事要録 
 

 

● 日時・場所・参加者 

（１）日時：平成２９年６月２９日(木)１９時００分～２１時０２分 

 

（２）場所：十条台ふれあい館第１ホール 

 

（３）出席者：協議会委員２８名、傍聴者：７名 

 

 

１ 座長開会挨拶 

 

２ 委員の変更等について 

（質疑応答及び意見は、３ページを参照） 

・委員変更に伴う、十条富士見中学校サブファミリーブロック小学校適正配置

検討協議会設置要綱（改正案）について、事務局から説明があり、協議の結

果、原案どおり設置要綱を改正した。 

・校長先生の出席を、特定しない形で代表者１名とする幹事会の運営方針につ

いて、事務局から説明があり、協議の結果、原案どおり運営方針を改正した。 

 

３ これまでの協議の経過について 

・前回の協議会後、２月と５月に幹事会を開催した。 

 

・２月の幹事会では、資料の出典を明らかにすること、計画道路の情報を資料

に加えるよう提案があり、資料に反映させることとした。また、児童数の動

向を平成２８年度の推計に更新し、防災面については、現時点の情報では、

学校運営に支障はないといったようなことから、今後の協議の中で、必要に

応じて資料を協議会へ提出することとした。 

 

・５月の幹事会では、議論の進め方として、学校数を決めた上で統合する組み

合わせを考えるか、統合する組み合わせを検討する中で学校数を考えるかと

いう二つのやり方が想定される中、組み合わせを先に協議しないと話が進ま

ないのではという意見があり、また、事務局において２０通りある統合の組

み合わせを絞った条件を提示するよう要望があったため、学校の組み合わせ
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の絞り込み条件案を整理した。また、通学路の安全確保は重要であり、地震、

土砂災害、火災なども含め、安全面については、統合する学校の組み合わせ

を協議する中で検討していくことを確認した。 

 

４ ブロック内の小学校数について 

（質疑応答及び意見は、次ページを参照） 

（１）事務局から、第２回幹事会で確認した「協議対象とする組み合わせを絞

り込む条件」４つと、条件を踏まえた統合の組み合わせが４通り示され、協

議の結果、事務局案どおり決定し、４つの条件を踏まえて、今後統合する組

み合わせを検討していくこととした。 

 

・協議対象とする組み合わせを絞り込む条件 

１．ブロック内全ての学校を適正規模にすることを基本とする。 

２．適正配置により「新たに大通り（環状７号線）を渡る」児童が生じない。 

３．「適正規模を下回る」学校が２校以上生じない。 

４．校舎の目標使用年数を考慮する。 

 

・条件を踏まえた統合の組み合わせ 

Ａ 王子第二小学校と荒川小学校と十条台小学校 

Ｂ 王子第二小学校と王子第五小学校 並びに 荒川小学校と十条台小学校 

Ｃ 王子第二小学校と十条台小学校 並びに 王子第五小学校と荒川小学校 

Ｄ 荒川小学校と十条台小学校 

 

（２）絞り込み条件について、児童数の動向や地域の開発計画、統合に伴い「新

たに環状７号線を渡る児童が生じること」等について各委員から意見が述べ

られた。 

 

５ 副座長閉会挨拶 
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● 質疑応答及び意見 

※「教育委員会事務局委員」は「教委」とする。 

 

・委員の変更等について 

委 員 小学校長は１名もしくは若干等としなくていいのか。 

 

教 委 いろいろと調整させていただき、先生方で情報共有は可能と伺っ

ている。 

 

 

・ブロック内の小学校数について 

委 員 条件が４項目あるが、条件３については、１校はいいということ

であると、不公平感を感じる。 

それと、王子第五小学校は再開発があり児童が増えるから特例に

するのだという説明があったが、どう児童が増えるのか、具体的に

説明してもらいたい。月額１００万とか２００万ぐらいの住宅がで

きたのでは、学齢世帯がかわるし、赤羽台とか王子五丁目とか豊島

団地、ああいう３，０００、５，０００という団地であっても、大

体二、三十年で高齢者ばかりになっている。また、補助７３号線と

８３号線の計画があり、おおむね５００棟除去されるという。例え

ばそれが８５０世帯となると、うちの町会が８５０世帯。今、児童

が５０名ぐらいいて、そのぐらいの世帯の子どもたちがいなくなる

という勘定になる。そういうことがあるので、もっと具体的に説明

していただきたい。 

 

事務局  一つ目の王子第五小学校の件、十条駅の再開発の住民の増加ぐあい

については、タワーマンションができる予定で、具体的には５４０

世帯の入居になると伺っている。入居が始まるのは、順調にいけば、

平成３４年で、そうすると、平成４４年には２１０人ぐらいは増え、

王子第五小学校は適正規模になると見込んでいるところである。 

 二つ目のご質問については、これから７３号線の開発が進み５０

０棟の除去があるということだが、これは事業開始をしたばかりと

いうこともあり、８３号線が１０年、２０年の長いスパンでようや

く徐々に減っていったという経過があるので、７３号線についても

今のところ影響について考慮はしていないところである。 
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教 委 補足させていただく。都推計の平成３３年度の王子第五小学校を

見ていただくと、１０学級、しかも６年生４０人で１学級になって

おり、ここでも非常に適正規模に近い数字が見込まれている。 

いろいろな可能性が今後出ているので、どこまでその可能性を見

込んで考えるかということが一つの問題だと思うが、一応建築年、

あるいは戸数まで発表されているものについては、考慮していかな

ければならないのではないかという考えである。 

 

委 員 ５４０世帯で２１０人出現するということだが、どんな住宅がで

きるのか。 

  

事務局 ５４０世帯、こちらホームページ上の情報で、５月に開発組合が

東京都から認可されたということで、これから開発事業者、デベロ

ッパーを募っていき、実際の間取りや価格帯といったものが決まっ

てくる状況である。そのあたりはあくまで未知数な部分だが、単純

に５４０世帯、ファミリー向けと考えたときに、東京都で出現率と

いうどれぐらいの子どもの数が増えるかという数値、参考の推定数

値があり、そちらで当てはめた場合には、１０年後、平成４４年ぐ

らいには最大で２００人程度の児童の増加が見込まれていると私ど

も算定をしている。 

 

委 員 間取りもわからず出現率を出すというのは、すごいものだなと思

い驚いた。それだけ。 

 

委 員 私の調べだと２０２２年に竣工という話を聞いている。５４０棟

できると。それを約３割、小学校の児童が入所する家族が入ると考

えると、約大体１６０棟。仮にこれが４割と考えると２１６棟にな

る。今、少子化、少子化と言われているから、確かに児童数の今後

の見据え方はわからないが、仮に、これが１世帯一人の児童が入っ

たとしたら、単純に４割だと２１６人ということである。では、仮

にこれが１世帯で二人という家族が、全部がそうとは限らないので、

約５０％が二人いるというふうに考えると、単純に約２４０から２

５０の児童数になる。それを見据えていくと、２２年だから平成だ

と３３年、３４年になる。ここの推計値でいくと、３３年度が２５

２人と。仮にそれを多目に見たとして、４割のプラス５０％と考え

ても約２５０入ると、王子第五小学校に５００人の児童が入ると。 



 5 / 14 

 

副座長 すみません。質問中ではあるが、今の質問は前にも何度も出た質

問で、これをずっとやっていたのではなかなか前に進んでいかない。

今回、四つＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ案が出たので、それについて協議をして

いただきたいと思うので、よろしくお願いしたい。 

 

委 員 そんな説明は初めて聞く。 

 

座 長 幹事会でこの４案を提案されて、それをきょうこの４案を協議会

で諮っていただけたらどうかと、こういうこと。 

 

委 員  幹事会というのは、そもそも資料の精査の場である。方針を決め

る場ではない。だから、僕ら当然幹事会出てないメンバーは、今、

委員の言った内容を聞く権利がある。それは邪魔しないでいただき

たい。僕らは初めて聞くので、何度も話し合ったかわからないが、

ここでは初めて聞く。聞かせていただきたい。 

 

教 委 幹事会、確かに論点整理と資料の精査ということで進めさせてい

ただいている。座長が初めに申し上げたとおり、幹事会で案を決め

たことを皆さんに出すということで、再度そういう質問があれば、

私どもとしては答えさせていただく。委員から先ほど私たちの数字

等に今質問があり、２００増えたときにどうなるかと。ただ、今ま

での経験からいくと、一気に２００増えるのではなく、徐々に増え

ていき、１０年後とかそんなところで２００程度増えていくという

のが今までの我々の経験というか、そういう形で積算している。ま

た、２００たとえ増えたとしても、王五の今の人数でいくと、合計

が２５０以上ということなので、足しても５００人余りということ

で、今の学校に入るかどうかという話になってくると、また検討を

しなければならないが、それでも１２から１８学級の適正規模の学

校内に納まる。また、王子第五小学校によっては、完全に今回の対

象としないということではなく、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ案のうちの２案に

ついては、王子第五小学校を含んだ形での検討もする形になってい

る。 

 

座 長 そういうことで、この４案の中にいろいろと今まで議論していた

だいた案が入っているので、この４案を検討するということの承認
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をいただけるか。いかがか。 

 

委 員 条件の部分で、環七に対する危険性をすごく主張されているなと

イメージを持ったが、環七はもちろん危ない場所だと思うが、ほか

にも大踏切、バス通り沿いにある踏切も危険だと思うし、そういう

ほかの場所の危険箇所を見据えた上で条件を見ていくほうがいいと

思う。というのは、これからまだ十条という場所はいろいろな計画

が立っていると思う。駅前開発にしろ、８３号線、通称岩槻街道、

そこがこれから始まろうとしている、いや、もう結構始まっている。

始まってみて、終わってみて新たな危険箇所が生まれてきた場合、

それはどうなるのか。この４案で決めてしまうのはもっと慎重に審

議したほうがいいと思うが、皆さんどうか。 

 

教 委 安全面については、再三本協議会でも幹事会でも議論に上がった

ところである。今回、幹事会でのご検討の中で、踏切があるという

ことをＢ案、Ｃ案の個別資料の備考欄に入れさせていただいて、今

後、組み合わせを検討していく中で、安全面ということで決定いた

だくということで、ご了承していただいたところである。したがっ

て、今後、委員がご心配されているようにいろいろな要素が生じた

場合には、可能である限り、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、Ｄ案を絞っていく

中で皆様からご意見をいただいて決めていただくと、そういうこと

で予定している。 

 

委 員 今の教委からお話があったように、幹事会で了承を得たというこ

とだが、先ほどの発言にもあったように、幹事会は資料精査の場で

はないのか。幹事会で決まったことがもうメーンになって話が進ん

でしまうのか。 

 

教 委 説明が不足していたのかもしれないが、幹事会で案をつくってい

ただいて、もう一度ここで皆さんに考えていただくというのが前提

であるので、ここで今、委員からあったようなことでご検討いただ

いて、もし皆さんがお聞きして、それはもっと入れるべきだという

ことであれば、案を変えていくということは当然だと思っている。

ただ、冒頭申したように、２０も案があり、それをここであれはど

うだ、これはどうだという話になっていくと、なかなか議論が円滑

に進まないので、幹事会で、協議会に出す案をご審議いただいて、
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その案について、皆さんの了承を得た上で進めていくことを前提と

しているので、特段幹事会で決定したということではない。 

 

座 長  この四つの案を検討するのはどうかという提案である。例えば地

の利、それから地域振興室等々の決め方、それから児童数とかとい

うことは議論してきた。その中で、この四つの案に絞ってみたらど

うかという提案で、それを皆さんがご了承いただければ、今度この

案の中からどれがいいか、どのようにするかというふうに議論して

いきたいと、そういうことである。 

 

委 員  これ今、学校の人数だけで決めている。ある程度そういう感じが

する。学校の校庭スペースというのがあって、子どもに対して一人

頭どのぐらいのどのぐらいのスペースが今必要なのか。 

 

教 委  これは絶対ではないが、一応基準として２，４００平米、それに

加えて、児童が２４０人から一人増えるごとに１０平米、それが一

つの基準であるが、なかなか東京都内ではこれを確保することが難

しい学校があることが現実で、北区内でも現状で確保できない学校

もある。そういったことも、今後、どことどこが統合になったとき

に、最終的にはどっちの学校に等出てくるが、そういった中で、今、

委員がおっしゃったようなことも検討対象になっていくかと考えて

いる。 

 

委 員  スペースの問題があるなら、統廃合はしないで５校残すよという

案はないのか。 

 

教 委  我々としては、学校適正規模審議会等を通じ、これまで説明させ

ていただいたとおり、適正規模であることは子どものためだと考え

て計画をつくっている。したがって、この計画では、まず、適正規

模の学校を築いて、その中で最大限の教育環境の配慮をしていくと

いう考えであり、校庭の話を先に持ってきて、その適正規模を図ら

ないということではない。やはり適正規模を図ることを前提にした

上で、その中で最高の環境を確保できるような形でご議論いただけ

ればというふうに考えている。 

 

委 員  今出たお話を聞いていると、未知数とか見込みという言葉、大分
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多い気がするが、そうなると、その中で、子どもたちにとって最高

の環境というのが、未知数や見込みの中でつくれるのかなというの

がある。あと、先ほど出た人数が多くなった場合のスペースだが、

そうなったら一番気になるのが王子第五小学校の校庭の大きさだ

が、それはクリアできるのか。 

 

事務局  おっしゃったとおりで、本当に推定でしかないので、これも一つ

の考え方だとは思っている。ただ、今の材料でこれぐらいふえる、

または減っていくという状況をずっと放っておくというのも、子ど

もさんたちが適正な規模の中での人との接し方とか、お友達関係と

かも、そういったのもできないという状況は、避けたいというふう

に思っている。わからないからずっと放っておくという状況は、事

務局としては考えてないところである。 

 

委 員  補助線の８３号線、岩槻街道の、いつこれ完成するのかとか、十

条の高架の工事のこの辺の完成年度あたりをちょっと聞きたいの

と、あと、基本的に僕のスタンスとしても、学校を減らしたくない

とかそういうスタンスではなくて、今いる子どもが大事で、これか

らの子どもはもっと大事である。そのために議論しているわけなの

で、環境はどう変わるか、確かに未知数とか推測によって僕らはや

っぱり判断できないのは多々ある。ただ、それを踏まえて判断して

いかなきゃいけない部分もあるというのは当然踏まえている話で、

だとすれば、ある程度、この辺、１０年後ぐらいでそれが全部完成

するよというのであれば、例えば、それも踏まえて安全面をいろい

ろ確保できていくのであれば、児童数が、これだけ十条富士見中学

サブファミリーといえども、推移としても多くない。だとしたら、

まとめた十条富士見学園的な感じで、小学校５校を１校にしても悪

くはない話だと思う。ただ、今のは置いておいて、いつまでに決め

なければいけないとか、この案が出たから、この案の中で決めなき

ければいけないという机上の空論だけで進めたくはないなというと

ころ。だからもっと具体的に欲しい。いつこれができるのかぐらい

はわかるのではないか。 

 

教 委  先ほど説明が不足していたかもしれないが、今、委員がおっしゃ

ったことは、今後、各案を検討していく中でご議論いただく。例え

ば８３号線が該当するところで統合を考えている場合には、いつと
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か安全面はどうかということが当然出てくるかと考えている。本日

は対象とする案をこの四つに絞って今後進めていくかどうかをここ

で決定していただくと。そういうことで考えている。十条富士見中

学校サブファミリーの中での総児童数は１，２００から１，４００

程度で、５で割ると、当然全ての学校が適正にならないということ

は皆さんご了解いただけると考えている。そうすると、統合しない

限り適正規模の学校ができないという前提になるので、私どもとし

ては、統合の組み合わせというのが、大体飛び地をはずすと、２０

通りあるので、その中で一応いろいろな条件を出したが、今後、議

論を進めていくのに、これで進めていただければいいのではないか

ということを幹事会で方向性を了承していただき、これを皆さんで

ご了承いただくという形で、お話ししているところである。したが

って、８３号線とか今後そういうことについてはご説明する機会が

あると思うが、この場では、きょうはＡからＤに今後の検討を絞っ

ていくということについてのご議論をいただきたいというふうに考

えている。 

 

委 員  ということは、きょうこの案を絞る中で、例えば、こことここが

決まりました、でも、いつになるかわかりません、１０年後になる、

という可能性もあるのか。そういう認識でよろしいか。 

 

教 委  我々としては、一応２年間の協議ということを考えている。その

中で、どことどこを統合する、その場合には、どこの位置に新しい

学校を開設する、また、その開設時期がいつやるかということまで

ここでご議論いただく予定でいる。 

 

委 員  状況次第では、すぐには決められない可能性もあるという認識で

よろしいか。 

 

教 委 開設時期をこの場で決めて、一応案をいただく。ただ、いただくと

いうことであり、そこで話し合っていただいた結果で考えさせてい

ただきたいと考えている。 

 

委 員  きょうの話し合いをする上で、私も幹事会に出させていただいて

いるが、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ案を出す上で、基本となるのは、この条件

１から条件４のものを基準として、この四つの案が出ているという
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部分であるので、時間もあるので、きょう、もし皆様がお考えいた

だくとすれば、この条件１から条件４のこの条件でいいのかどうか。

これでご賛同いただけるのであれば、これをＡからＤで決まるのか

なというふうに考えているが、いかがか。 

 

座 長  この案の中から、またその状況に応じてどのように、ということ

で、一応ステップとしてこの４案をたたき台にしてこれから進めて

いきたいと思うが、どうか。ご賛成していただけるか。 

 

委 員  今座長がお決めになろうとしたところで申しわけないが、あくま

でもこの４案を基準にというところで、委員からあったように、議

論の中で、時期等も２年というふうに区切るのではなくて、状況に

よっては多少の弾力性を持たせるという認識を今持ったが、この４

案についても、例えば４案を検討していく中で、また新たな案が浮

上する可能性も出てくると思うが、そういうことは一切受け付けな

いということか。それとも、その中で、４案を基準で議論していく

けども、また新たな可能性がその中で出てきた場合には、それも検

討するということでよろしいか。 

 

座 長  さっきからも言っているとおり、一歩進めるためには、この４案

で一応承認をいただいた中で、またその他の案が出てきたら、それ

をどのようにするかという議論もしなければいけないと思うので、

スタートとしていろいろな先のことをくっつけられちゃうと進まな

いので、この４案をたたき台にして、これから進めていきたいと、

そういうふうに思っている。いかがか。 

 

委 員  私はそれは筋だと思う。そのほうがかえって会議がスムーズに進

むと思う。 

 

委 員  条件１の王五の特例についてペーパーで資料出してもらいたい。

それともう一度確認。補助７３号線は動かないと説明があったが、

間違いないか。 

 

事務局  ３２年度までに約３３０メートル、その後も上十条二丁目から十

条仲原二丁目についても、５６０メートルあり、３２年度をめどに

進めているところではあるが、まだ着手し始めたところというふう
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に伺っている。８３号線についても同じ計画年度としては、平成３

２年度までということで、今ちょうど北のほうが始まったところと

伺っている。 

 

委 員  要するに、５００棟が除去されるという、その数はどうなのか。

除去されないの、されるの。されるのならかなりの児童が影響受け

ないのか。 

 

事務局  今、事業開始をして、これからそちらのほうにお住まいの方と交

渉していくという段階であるので、それがスムーズにいけば、もち

ろん事業期間の中で納まるとは思うが、今までの８３号線のほうを

見ても、そんなにすぐには終わらないのではないかと見込んでいる

ところである。 

 

教 委  今の話もいろいろ申し上げたように、今後具体の中で明らかにす

るというか、わかるものは提示していきたいというふうに考えてい

る。繰り返しになり恐縮であるが、本日は今後の検討の対象として

の組み合わせについてご承認いただければと思っている。先ほどの

王子第五小学校についてもう少しという話、これについても努力は

するが、今現在、私ども算定上は先ほど口頭でさせていただいた情

報が全てである。 

 

委 員  王子第三小学校は、今現在、環七を渡って学校に通っている。こ

の条件２、環七を新たに渡らないということは、今渡っている児童

たちには危険が及んでいるというふうにとっていいのか。新１年生

もこれから新たに渡る。それと、新しくできる道路については、多

分安全性というのは確保されるだろうと思うが、今の環七がなくな

るということはまずない。それで、今現在、環七を渡らない方向で

考えましょう、じゃあ、今渡っている子どもたちはどうするのとい

う素朴な疑問がある。実際問題、今、王子第三小学校の前にかかっ

ている歩道橋、非常にあっちこっち穴だらけで、はっきり言って子

どもたちを渡らせたくない。非常に危険がある。老朽化で。そうい

うことも踏まえて、区のほうで考えてくれているのあれば、まずこ

の環七の条件自体を考えないといけないのではないか。 

 

教 委  これについても、幹事会でご議論があったところであるので、報
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告させていただく。ここの新たにというところが非常に重要という

か、考え方で、確かに、今、王子第三小学校は環七を渡るところが

ある。これについては、当然王子第三小学校の安全は今も確保され

て、今後もされなければいけない。それはまた別問題であり、今後、

統合するときに、指定校変更の一つの事由である「大通りを渡る」

ということを新たに入れなくてもいいのではないかというようなこ

とで、２０通りほどの中から何かの条件をつけて落としていこうと、

その中で、できることならそのほうがいいというような形で、今回

新たに環状７号線を渡るような統合は考えないということである。

王子第三小学校の先ほどの指摘については、担当課のほうには私ど

ものほうが伝えさせていただきたい。 

 

委 員  ということは、委員の言うことを考慮すれば、今危ない現状とい

うことか、王子第三小学校は。というのがまず１点と、あと、今、

十条富士見サブファミリーの統合を議論しているが、実はことし残

念ながら王子第二小学校から十条富士見中学校に行った生徒がいな

い。何が言いたいか。もしかしたらここがくっついてこうなるよと

なった場合に、今、王子第二小学校の児童のその辺の通学区域のこ

とがないがしろになっている。この会議で議論しないということに

なっている。それだけ余り子どものこと考えられてないのだなと正

直思っているが、ということは、事が決まったよとなった際に、そ

この学校に行かなくなる児童、すごくいると思う。実際、ことし卒

業生、私立に行った子ども以外、王子桜中学校行っちゃったので、

となった場合に、この推移の数字自体が、もしかしたらここが一緒

になったらこうなるよという数字自体が変わってくるんじゃないの

かなということもある。それを踏まえて、どことくっつけるという

意味で、もう一回数字出す必要あるかもしれない。 

 

教 委  これまでご説明させていただいたように、学校適正規模審議会で、

指定校変更について、言葉に語弊があるかもしれないが、多いとい

う指摘があり、基準を改正した上でこの計画に入らせていただいて

いる。その大きなものとしては、友人関係、これをなくした関係で、

昔は３０％近い指定校変更があったが、最近では１０％を割ってい

るというような状況である。そういった上で、一応指定校変更制度

についての適正化を図った上で、本計画に入らせていただいている。

先ほど、本年、王子第二小学校の６年生が全て王子桜中学校に行か
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れたということで、これは学校ファミリーということで、それが一

つの指定校変更の要件になっている。これについては、今後、この

適正規模を配置済んだ段階でも、今後検討する余地もあるが、再三

説明しているように、今回の対象ではない。そういう形で、指定校

変更については、絞り込んでいるので、先ほど委員がおっしゃった

ような不安は必要ないのかなというふうに考えている。また、王子

第三小学校については、どこの学校も交通の安全についてはいろん

なところで問題があり、それについては、指導員の配置、あるいは

信号、横断歩道等々で意を尽くしているところであり、現在はでき

る限りのことをしていると。それで、先ほど委員のほうから王子第

三小学校についてはご意見があったので、担当課にお話しさせてい

ただくという形で考えている。したがって、安全面について、ここ

でご議論今いただくのではなくて、今後、組み合わせを考える中で、

そういったことについては、また話し合っていただくというふうに

考えている。 

 

委 員  ことし３月に不燃化特区に指定された範囲というのはつかんでい

るか。もしつかんでなかったらつかんでおいていただきたい。 

 

座 長  それでは、今後、そのような形で進めていきたいと思うが、いか

がか。ご了承していただけるか。その他のことについては、いろい

ろ出ていたが、それは前向きに検討すると事務局のほうで言ってい

るので、とりあえずこの案からスタートしていきたいと思う。じゃ

あ、どうぞ拍手でお願いします。 

 

 （拍手） 

 

座 長  どうもありがとうございました。また、これを機会にいろいろな

議論が出ると思うが、これからの学校運営にも関係してくると思う

ので、またそのときはそのときのようにお話し合いしたい。 

 

委 員  １点だけ思っているのが、平成２８年度から始まって、今、協議

会が３回目ということで、２年の中で決めるというのはあれだが、

それにしてはちょっと話し合いの数が少な過ぎるという気はする。

実際、きょうの話し合いもそうだが、皆さんがある程度わかった中

で話し合いをどんどん進めていかないと、こういったものはちょっ



 14 / 14 

とそんなに簡単に二、三回の話し合いでぽんぽんぽんぽん決めてく

ような内容ではないと思う。正直、きょう皆様がご質問等いろいろ

わからないという部分は、私、幹事会に出ていても実際そういう部

分があるので、もう少し議論を詰めるとか、もし２年の間決めよう

というのであれば、もう少し突き詰めていかないと、あと二、三回

でこれを、じゃあ、どことどこをくっつけますというのはちょっと

乱暴過ぎるんじゃないかなという気が私はする。 

 

 

 

 

● 報告事項 

（１）協議結果の周知について 

・協議会だよりを発行し、町会・自治会の回覧板、掲示板によりお知らせす

る。また、ブロック内の小中学校の児童及び生徒を通じて、全保護者へ配

付するとともに、ブロック内の幼稚園、保育園及び児童館へ掲示を依頼す

る。 

・協議会だより等は、北区ホームページに掲載する。 

 

（２）今後のスケジュールについて 

・次回は協議会とし、日程等詳細は座長・副座長と調整した上で、後日、委

員へ連絡する。 


